
携帯電話不感地区解消のための市町村に対する補助制度（概要）

○国と県の補助

・事業主体及び補助率
市町村： ４／５

（世帯数 100 以上の場合、補助率は ７／１０）

・対象施設 携帯電話用基地局施設（局舎、鉄塔等）

・地方財政措置 過疎債、辺地債の充当が可能。

・財源フレーム（過疎債を充当した場合）
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県の補助

・事業主体及び補助率 市町村： １／５

・対象施設 携帯電話用基地局施設

・地方財政措置 過疎債、辺地債の充当が可能。

・財源フレーム（過疎債を充当した場合）
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